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(57)【要約】
【課題】手動操作（セレクトレバーの操作）によるダウ
ンシフトに必要なエンジンブレーキ性能の確保と、自動
変速によるダウンシフトでの変速ショックの抑制による
走行安定感の確保との両立を図る。
【解決手段】固定レンジであるＬレンジ用の変速制御モ
ードとして、シフトマップに基づいてダウンシフトを発
生させる第１変速モードと、固定レンジ用に予め設定し
た車速を判別条件としてダウンシフトを発生させる第２
変速モードとを設け、運転者によるセレクトレバーの操
作で自動変速レンジから固定レンジに切り替えられたと
きには、上記第２変速モードが選択されるようにした。
これにより、固定レンジでの走行中に自動変速によって
ダウンシフトが発生する車速Ｖ１よりも、セレクトレバ
ーの操作による固定レンジへの手動変速でダウンシフト
が発生する車速Ｖ２の方が高い車速となるようにした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動変速機の変速段の切り替えを制御する制御手段と、車速を検出する車速検出手段と
、機関負荷を検出する機関負荷検出手段と、運転者によるセレクトレバーの操作を検出す
るセレクトレバー操作検出手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記自動変速機の変速レンジとして、前記車速検出手段で検出された
車速と前記機関負荷検出手段で検出された機関負荷とから所定の変速特性を有するシフト
マップに基づいて変速段を決定して自動変速を行う自動変速レンジと、比較的に低速用の
変速段である所定範囲の変速段に固定可能な固定レンジとを有しており、前記セレクトレ
バーの操作に応じて前記自動変速レンジと前記固定レンジとを選択的に設定可能であり、
　前記固定レンジでの変速制御モードとして、前記シフトマップに基づいて変速段を変更
可能な固定レンジ用の第１変速モードと、前記固定レンジ用に予め設定した車速を判定条
件として変速段を設定可能な固定レンジ用の第２変速モードと、を含んでおり、
　前記セレクトレバーの操作方法に応じて、前記固定レンジでの変速制御モードとして前
記第１変速モードと前記第２変速モードのいずれかを選択して設定するように構成した
ことを特徴とする車両用自動変速機の制御装置。
【請求項２】
　前記セレクトレバーの操作方法として、該セレクトレバーの操作によって前記自動変速
レンジから前記固定レンジへの切り替えがなされたときに、前記固定レンジでの変速制御
モードとして前記第２変速モードが選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の車両用自動変速機の制御装置。
【請求項３】
　前記第２変速モードは、前記第１変速モードと比較して前記固定レンジにおける所定の
変速段へのダウンシフトを許可する車速が高い車速に設定されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用自動変速機の制御装置。
【請求項４】
　前記所定の変速段は、前記自動変速機で設定可能な最低変速段である
ことを特徴とする請求項３に記載の車両用自動変速機の制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シフトマップに基づいて自動的に変速を行う自動変速レンジに加えて、比較
的に低速用の変速段に固定可能な固定レンジを備えた車両用自動変速機の制御装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車両用自動変速機は、低速段から高速段の間を自動的に変速しながら走行する
自動変速レンジと、１速段や２速段のような比較的に低速段で走行するための固定レンジ
とを備えている。そして、例えば、特許文献１，２に記載されているような変速特性に基
づいて、車速及びエンジン負荷に応じて変速を行っている。すなわち、自動変速レンジで
は、車速センサなどの車速検出手段で検出された車速とスロットル開度センサなどの機関
負荷検出手段で検出された機関負荷とから、所定の変速特性を有するシフトマップに基づ
いて全変速段から最適な変速段を逐次決定して自動変速を行う。また、自動変速レンジと
異なり低速側の２速段や１速段に実質的にホールドされる固定レンジでは、エンジンのオ
ーバーレブ（過回転）防止のための３速変速段や２速変速段が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２－１５９４６７号公報
【特許文献２】特許第３４２６３８０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献２に記載された車両用自動変速機の制御装置は、自動変速レンジと固定レンジ
を選択可能であって、かつ、勾配判定手段が平坦路又は登坂路を判定したときに、自動変
速レンジにおいて比較的に低速用の変速比よりも高速側の変速比の選択を許容するように
構成されている。
【０００５】
　しかしながら、上記のような自動変速レンジと固定レンジとを有する自動変速機の変速
制御装置では、セレクトレバーの操作によって固定レンジに切り替えられた場合（固定レ
ンジに切り替えられた直後）と、固定レンジが選択された状態で走行している場合とで、
同じ車速で変速段の切り替えが行われるようになっている。したがって、セレクトレバー
の操作によってダウンシフトが生じる車速と、固定レンジでの走行中に自動変速でダウン
シフトが生じる車速とが同じ車速である。すなわち、エンジンブレーキが要求される状況
での運転者によるセレクトレバーの操作で固定レンジに切り替えられたときに許可される
シフトダウン限界車速と、固定レンジでの走行中に自動的にシフトダウンする車速とが同
一の車速である。
【０００６】
　しかしながら、上記ように手動操作（運転者による固定レンジへのセレクトレバー操作
）によってダウンシフトが発生する車速と、固定レンジの選択中に自動変速によってダウ
ンシフトが発生する車速とが同一の車速であると、手動操作によるダウンシフト時に求め
られるエンジンブレーキ性能の確保と、自動変速によるダウンシフトでの変速ショックの
抑制による安定感（車両の走行安定性）の確保との両立を図ることが難しいという問題が
あった。
【０００７】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、手動操作によるダウンシ
フトに必要なエンジンブレーキ性能の確保と、自動変速によるダウンシフトでの変速ショ
ックの抑制による安定感の確保との両立を図ることが可能な車両用自動変速機の制御装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明は、自動変速機（２）の変速段の切り替えを制御する
制御手段（５）と、車速を検出する車速検出手段（２０３）と、機関負荷を検出する機関
負荷検出手段（２０７）と、運転者によるセレクトレバー（１０）の操作を検出するセレ
クトレバー操作検出手段（２１１）と、を備えた車両用自動変速機の制御装置であって、
前記制御手段は、前記自動変速機（２）の変速レンジとして、前記車速検出手段（２０３
）で検出された車速（Ｖ）と前記機関負荷検出手段（２０７）で検出された機関負荷（Ａ
Ｐ）とから所定の変速特性を有するシフトマップに基づいて変速段を決定して自動変速を
行う自動変速レンジと、比較的に低速用の変速段である所定範囲の変速段に固定可能な固
定レンジとを有しており、前記セレクトレバー（１０）の操作に応じて前記自動変速レン
ジと前記固定レンジとを選択的に設定可能であり、前記固定レンジでの変速制御モードと
して、前記シフトマップに基づいて変速段を変更可能な固定レンジ用の第１変速モードと
、前記固定レンジ用に予め設定した車速を判別条件として変速段を設定可能な固定レンジ
用の第２変速モードと、を含んでおり、前記セレクトレバー（１０）の操作方法に応じて
、前記固定レンジでの変速制御モードとして前記第１変速モードと前記第２変速モードの
いずれかを選択して設定するように構成したことを特徴とする。
【０００９】
　そして、上記の制御装置では、前記セレクトレバー（１０）の操作方法として、該セレ
クトレバーの操作によって前記自動変速レンジから前記固定レンジへの切り替えがなされ
たときに、前記固定レンジでの変速制御モードとして前記第２変速モードが選択されるよ
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うにしてよい。また、この場合、前記第２変速モードは、前記第１変速モードと比較して
前記固定レンジにおける所定の変速段へのダウンシフトを許可する車速が高い車速に設定
されているとよい。また、当該所定の変速段は、前記自動変速機で設定可能な最低変速段
（実施形態の１速段）であってよい。
【００１０】
　本発明にかかる車両用自動変速機の制御装置では、固定レンジでの変速制御モードとし
て、シフトマップに基づいて変速段を変更可能な固定レンジ用の第１変速モードと、固定
レンジ用に予め設定した車速を判別条件として変速段を設定可能な固定レンジ用の第２変
速モードと、を有し、これらをセレクトレバーの操作方法に応じて選択的に設定できるよ
うにしている。そのうえで、セレクトレバーの操作によって自動変速レンジから固定レン
ジへの切り替えがなされたときに、固定レンジでの変速制御モードとして第２変速モード
が選択されるようにしている。すなわち、運転者によるセレクトレバーの操作で自動変速
レンジから固定レンジに切り替えられたときのみ別に設定した車速を判定条件としてダウ
ンシフトを発生させる。これにより、固定レンジでの走行中に自動変速によってダウンシ
フトが発生する車速と、セレクトレバーの操作による固定レンジへの手動変速でダウンシ
フトが発生する車速とを互いに異ならせている。そして、セレクトレバーの操作による固
定レンジへの手動変速が行われたときには、固定レンジでの走行中の自動変速と比較して
、より高い車速でダウンシフトが発生するようにすれば、手動変速時に高い車速でのダウ
ンシフトによってエンジンブレーキを最大限に活用することができる。その一方で、固定
レンジにおける自動変速時には、より低い車速でダウンシフトが発生することで、変速シ
ョックの効果的な低減が可能となる。これらにより、手動操作によるダウンシフトに必要
なエンジンブレーキ性能の確保と、自動変速によるダウンシフトでの変速ショックの抑制
による走行安定感の確保との両立を図ることが可能となる。
　なお、上記の括弧内の符号は、後述する実施形態における構成要素の符号を本発明の一
例として示したものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる車両用自動変速機の制御装置によれば、手動操作によるダウンシフトに
必要なエンジンブレーキ性能の確保と、自動変速によるダウンシフトでの変速ショックの
抑制による安定感の確保との両立を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用自動変速機の制御装置が適用される車両の駆動
系の概略図である。
【図２】本発明にかかる変速制御に用いるＬレンジ用のシフトマップの一例を示す図であ
る。
【図３】本発明にかかる変速制御の手順を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明の一実
施形態に係る自動変速機の制御装置が適用される車両の駆動系の概略図である。図１に示
すように、本実施形態の車両の駆動系は、エンジン１と、流体式のトルクコンバータ３を
介してエンジン１と連結される自動変速機２と、エンジン１を電子的に制御するＦＩ－Ｅ
ＣＵ（燃料噴射制御装置）４と、トルクコンバータ３を含む自動変速機２を電子的に制御
するＡＴ－ＥＣＵ（自動変速制御装置）５と、ＡＴ－ＥＣＵ５の制御に従いトルクコンバ
ータ３の回転駆動やロックアップ制御および自動変速機２が有する複数の摩擦係合要素の
締結（係合）・解放を油圧制御する油圧制御装置６とを備えている。
【００１４】
　エンジン１の回転出力は、クランクシャフト（エンジン１の出力軸）２１に出力され、
トルクコンバータ３を介して自動変速機２のメインシャフト２２に伝達される。トルクコ
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ンバータ３には、ロックアップクラッチ３０が設けられている。ロックアップクラッチ３
０は、ＡＴ－ＥＣＵ５によるロックアップ制御に従い、ロックアップＯＮ又はＯＦＦのい
ずれかの状態に設定される。
【００１５】
　クランクシャフト２１の近傍には、クランクシャフト２１（エンジン１）の回転数Ｎｅ
を検出するクランクシャフト回転数センサ２０１が設けられる。メインシャフト２２の近
傍には、メインシャフト２２の回転数（自動変速機２の入力軸回転数）Ｎｉを検出するメ
インシャフト回転数センサ２０２が設けられる。カウンタシャフト２３の近傍には、カウ
ンタシャフト２３の回転数（自動変速機２の出力軸回転数）Ｎｏを検出するカウンタシャ
フト回転数センサ２０３が設けられる。各センサ２０１～２０３により検出された回転数
データＮｅ，Ｎｉ，Ｎｏ及びＮｏから算出される車速データＶがＡＴ－ＥＣＵ５に与えら
れる。また、エンジン回転数データＮｅは、ＦＩ－ＥＣＵ（燃料噴射制御装置）４に与え
られる。
【００１６】
　さらに、エンジン１に設けたスロットル開度センサ２０９で検出したスロットル開度Ｔ
Ｈと、アクセルペダル８に設けたアクセルペダル開度センサ２０７で検出したアクセルペ
ダル開度ＡＰと、運転者によって操作されるセレクトレバー１０に設けたポジションセン
サ２１１で検出したセレクトレバーポジションＰとが、ＡＴ－ＥＣＵ５又はＦＩ－ＥＣＵ
４に与えられる。
【００１７】
　本実施形態の自動変速機は、複数ポジションの変速レンジとして、例えば、Ｐレンジ（
パーキングレンジ）、Ｒレンジ（リバースレンジ）、Ｎレンジ（ニュートラルレンジ）、
Ｄレンジ（１速～６速自動変速レンジ）、Ｄ３レンジ（１速～３速自動変速レンジ）及び
Ｌレンジ（低速段固定レンジ）を有しており、運転者によるセレクトレバー１０の操作で
これら複数の変速レンジの何れかを選択することが可能である。なお、固定レンジである
上記のＬレンジでの変速制御には、変速段を２速段又は１速段に固定する制御のほか、必
要に応じて２速段又は１速段よりも高い変速段からのシフトダウンや２速段又は１速段か
ら高い変速段へのシフトアップの制御を行うことが含まれる。
【００１８】
　なお、本実施形態の自動変速機による変速レンジとしては、上記以外にも、運転者の手
動変速操作によって変速段の設定が可能な手動変速レンジや、所定範囲の変速段のみで自
動変速を行う他の自動変速レンジなどを更に有していてもよい。
【００１９】
　セレクトレバー１０により自動変速レンジであるＤレンジが選択されているときは、上
記の車速データＶとアクセルペダル開度ＡＰ（又はスロットル開度ＴＨ）とをパラメータ
とする自動変速用のシフトマップ（図示せず）に基づいて、例えば１速段～６速段間のシ
フトアップ及びシフトダウンが自動的に実行される。また、固定レンジであるＬレンジが
選択されると１速変速段もしくは２速変速段が確立するが、Ｌレンジを選択したときの車
速が大きくて２速変速段ではエンジン１のオーバーレブ（過回転）が発生する場合には、
まず３速変速段が確立し、車速が低下した後に２速変速段にシフトダウンされて２速変速
段に固定される。また、Ｌレンジにおいて走行中に車速がシフトアップ限界車速を超えた
ら１速ホールド変速段から２速変速段に、もしくは２速変速段から３速変速段にシフトア
ップされる。
【００２０】
　次に、上記のＬレンジでの変速制御の具体的な内容について説明する。図２は、Ｌレン
ジでの変速制御に用いるシフトマップの一例を示すグラフであり、同図（ａ）は、Ｌレン
ジでの走行中の自動変速に用いるシフトマップ（以下、「通常シフトマップ」という。）
Ｍ１を示すグラフであり、同図（ｂ）は、上記の通常シフトマップＭ１の車速（具体的に
は２－１ダウンシフト線Ｌ２－１）を持ち替えた状態を示すグラフであり、同図（ｃ）は
、同図（ａ）の通常シフトマップＭ１に同図（ｂ）の持ち替えたダウンシフト線Ｌ２－１
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´を併記したものである。本実施形態では、Ｌレンジの変速制御に用いる変速モードとし
て、図２（ａ）に示す通常シフトマップＭ１に基づく変速制御モード（以下、「第１変速
モード」という。）と、図２（ｂ）に示す通常シフトマップＭ１上のダウンシフト線を持
ち替えたシフトマップに基づく変速制御モード（以下、「第２変速モード」という。）と
の二種類の変速モードを有している。そして、セレクトレバー１０の操作方法に応じて、
上記の第１変速モードと第２変速モードのいずれかを選択して設定するようになっている
。
【００２１】
　図２（ａ），（ｂ）に示すシフトマップを比較すると、アップシフト線（１－２アップ
シフト線Ｌ１－２、２－３アップシフト線Ｌ２－３）は、いずれのシフトマップでもエン
ジン１の回転数が最大許容回転数に達する車速でシフトアップするように設定されている
。その一方で、ダウンシフト線については、セレクトレバー１０の操作時に用いる持ち替
え後のシフトマップ（図２（ｂ））の２－１ダウンシフト線Ｌ２－１´は、Ｌレンジでの
自動変速に用いる通常シフトマップＭ１（図２（ａ））上の２－１ダウンシフト線Ｌ２－
１よりも高車速側に設定されている。すなわち、Ｌレンジへの操作時に用いる持ち替え後
のシフトマップでは、Ｌレンジでの走行中の自動変速に用いる通常シフトマップＭ１に対
して、２－１ダウンシフト線Ｌ２－１をより高車速側に持ち替えている（Ｖ１→Ｖ２）。
すなわち、運転者によるセレクトレバー１０の操作で自動変速レンジであるＤレンジから
固定レンジであるＬレンジに切り替えられたときのみ別に設定した車速（Ｖ２）を判定条
件として２－１ダウンシフトを発生させるようにしている。
【００２２】
　これにより、図２（ｃ）に示すように、Ｌレンジのシフトマップ上での２－１ダウンシ
フト線Ｌ２－１，Ｌ２－１´の近傍の領域には、セレクトレバー１０の操作時とＬレンジ
での自動変速時のいずれにおいても１速段となる領域Ａと、セレクトレバー１０の操作時
には１速段となりＬレンジでの自動変速時には２速段となる領域Ｂと、セレクトレバー１
０の操作時とＬレンジでの自動変速時のいずれにおいても２速段となる領域Ｃとが存在す
る。
【００２３】
　なお、上記の通常シフトマップＭ１上で２－１ダウンシフトが発生する車速（２－１ダ
ウンシフト線Ｌ２－１の位置）Ｖ１は、自動変速レンジ（Ｄレンジ）で用いられる自動変
速用のシフトマップ上で２－１ダウンシフトが発生する車速（２－１ダウンシフト線の位
置）と同一の車速（同一の位置）である。
【００２４】
　また、図２では、３－２ダウンシフト線Ｌ３－２は、アクセルペダル開度ＡＰに関わら
ず一定の車速で３－２ダウンシフトが発生するように設定した場合を示したが、これ以外
にも、３－２ダウンシフト線Ｌ３－２は、アクセルペダル開度ＡＰに応じて３－２ダウン
シフトが発生する発生する車速Ｖが変化するように設定してもよい。具体的には、後述す
るフローチャートに沿った手順のように、アクセルオンの場合とアクセルオフの場合とで
３－２ダウンシフトが発生する車速を持ち替えるようにしてもよい。
【００２５】
　そして、本実施形態の制御装置では、セレクトレバー１０の操作によって自動変速レン
ジであるＤレンジから固定レンジであるＬレンジへの切り替えがなされたとき（切り替え
の直後）には、Ｌレンジでの変速制御モードとして上記持ち替え後のシフトマップ（図２
（ｂ））に基づく第２変速モードが選択されるようになっている。
【００２６】
　図３は、Ｌレンジでの変速制御の手順を説明するためのフローチャートである。以下、
同図のフローチャートに沿ってＬレンジでの変速制御について詳細に説明する。この変速
制御では、まず、自動変速レンジであるＤレンジから固定レンジであるＬレンジへのセレ
クトレバー１０の操作がされた直後であるか否かを判断する（ステップＳＴ１）。その結
果、Ｌレンジへのセレクトレバー１０の操作がされた直後でない場合（ＮＯ）は、通常シ
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フトマップに沿った変速制御が行われる（ステップＳＴ２）。その一方で、Ｌレンジへの
セレクトレバー操作がされた直後である場合（ＹＥＳ）には、続けて、シフトマップ（通
常シフトマップ）上の変速段が１速段（Ｌｏｗ）であるか否かを判断する（ステップＳＴ
３）。その結果、シフトマップ上の変速段が１速段（Ｌｏｗ）であれば（ＹＥＳ）、通常
シフトマップに沿って変速制御を行う（ステップＳＴ２）。一方、シフトマップ上の変速
段が１速段でなければ（ＮＯ）、すなわち２速段（２ｎｄ）又は３速段（３ｒｄ）以上で
あれば、続けてシフトマップ上の変速段が３速段（３ｒｄ）以上か否かを判断する（ステ
ップＳＴ４）。その結果、シフトマップ上の変速段が３速段未満であれば（ＮＯ）、さら
に、現在の車速が２－１ダウンシフト車速より高車速か否かを判断し（ステップＳＴ５）
、２－１ダウンシフト車速以下の車速であれば（ＮＯ）、２－１ダウンシフトさせ（ステ
ップＳＴ６）、２－１ダウンシフト車速より高車速であれば（ＹＥＳ）、２速段を維持す
る（ステップＳＴ７）。ここでの２－１ダウンシフト車速は、図２（ｂ）に示す２－１ダ
ウンシフト線Ｌ２－１´上の車速Ｖ２である。
【００２７】
　一方、先のステップＳＴ４でシフトマップ上の変速段が３速段以上であれば（ＹＥＳ）
、続けて、現在のシフト段が３速段（３ｒｄ）以上か否かを判断し（ステップＳＴ８）、
３速段より低い変速段であれば（ＮＯ）、上記ステップＳＴ５～ＳＴ７の処理を行う。一
方、ステップＳＴ８で３速段以上の変速段であれば（ＹＥＳ）、続けて、アクセルオン状
態（アクセルペダル開度ＡＰ≧０）であるか否かを判断し（ステップＳＴ９）、アクセル
オン状態でなければ（ＮＯ）、現在の車速Ｖがアクセルオフ状態での３－２ダウンシフト
車速より高車速か否かを判断する（ステップＳＴ１０）。その結果、アクセルオフ状態で
の３－２ダウンシフト車速より高車速であれば（ＹＥＳ）、４－３ダウンシフトさせるか
又は３速段を維持し（ステップＳＴ１１）、アクセルオフ状態での３－２ダウンシフト車
速より低車速であれば（ＮＯ）、３－２ダウンシフトさせる（ステップＳＴ１２）。一方
、ステップＳＴ９でアクセルオン状態であれば（ＹＥＳ）、現在の車速がアクセルオン状
態での３－２ダウンシフト車速より高車速か否かを判断する（ステップＳＴ１３）。その
結果、アクセルオン状態での３－２ダウンシフト車速より高車速であれば（ＹＥＳ）、４
－３ダウンシフトさせるか又は３速段を維持し（ステップＳＴ１１）、アクセルオン状態
での３－２ダウン車速より低車速であれば（ＮＯ）、３－２ダウンシフトさせる（ステッ
プＳＴ１２）。
【００２８】
　以上説明したように、本実施形態の車両用自動変速機の制御装置では、固定レンジであ
るＬレンジの変速制御モードとして、シフトマップ（通常シフトマップＭ１）に基づいて
変速段を変更可能な第１変速モードと、Ｌレンジ用に予め設定した車速（Ｖ２）を判別条
件として変速段を設定（具体的には、２－１ダウンシフトを実施）可能な第２変速モード
とを有している。そのうえで、セレクトレバー１０の操作によって自動変速レンジから固
定レンジであるＬレンジへの切り替えがなされたときに、Ｌレンジでの変速制御モードと
して第２変速モードが選択されるようにしている。すなわち、セレクトレバー１０の操作
で固定レンジに切り替えられたときのみ別に設定した車速（Ｖ２）を判定条件としてダウ
ンシフト（２－１ダウンシフト）を発生させるようにしている。
【００２９】
　これにより、Ｌレンジでの走行中に自動変速によってダウンシフトが発生する車速（Ｖ
１）と、セレクトレバー１０の操作によるＬレンジへの手動変速でダウンシフトが発生す
る車速（Ｖ２）とを互いに異ならせている。そして、セレクトレバー１０の操作によるＬ
レンジへの手動変速が行われたときには、Ｌレンジでの走行中の自動変速と比較して、よ
り高い車速でダウンシフトが発生するようにしている（Ｖ２≧Ｖ１）。これにより、手動
変速時に高い車速でのダウンシフトによってエンジンブレーキを最大限に活用することが
できる。その一方で、Ｌレンジにおける自動変速時には、より低い車速でダウンシフトが
発生することで、変速ショックの効果的な低減が可能となる。したがって、手動操作によ
るダウンシフトでの必要なエンジンブレーキ性能の確保と、自動変速によるダウンシフト
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【００３０】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものでは
なく、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々
の変形が可能である。たとえば、上記の各シフトマップに示す車速は一例であり、上記実
施形態に示す以外の車速でダウンシフト及びアップシフトが発生するように設定してもよ
い。
【００３１】
　また、上記実施形態では、本発明にかかる固定レンジの一例として、Ｌレンジの場合を
説明したが、本発明にかかる変速制御を実施する固定レンジは、上記のＬレンジ以外にも
、２レンジなど他の固定レンジであってもよい。
【符号の説明】
【００３２】
１　　エンジン
２　　自動変速機
３　　トルクコンバータ
４　　ＦＩ－ＥＣＵ
５　　ＡＴ－ＥＣＵ（制御手段）
６　　油圧制御装置
８　　アクセルペダル
１０　　セレクトレバー
２１　　クランクシャフト
２２　　メインシャフト
２３　　カウンタシャフト
３０　　ロックアップクラッチ
２０１　　クランクシャフト回転数センサ
２０１　　エンジン回転数センサ
２０２　　メインシャフト回転数センサ
２０３　　カウンタシャフト回転数センサ（車速検出手段）
２０７　　アクセルペダル開度センサ（機関負荷検出手段）
２０９　　スロットル開度センサ（機関負荷検出手段）
２１１　　ポジションセンサ（セレクトレバー操作検出手段）
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